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人 事 課 

 

議案第６５号 

港区職員の定年等に関する条例の一部改正について 

 

 

１ 目  的 

 地方公務員の定年引上げに関する措置を定めた地方公務員法の一部改正に伴い、港

区職員の定年等に関する条例の一部を改正します。 

 

２ 改正内容 

（１）定年 

   職員の定年は、６５歳とします。 

（２）管理監督職勤務上限年齢（役職定年年齢） 

   管理監督職勤務上限年齢は、６０歳とします。 

（３）管理監督職勤務上限年齢制（役職定年制） 

   管理監督職勤務上限年齢制によって降任等をする職員については、人事計画その

他の事情を考慮した上で、できる限り上位の職（原則として課長補佐職）に任用す

るものとします。 

（４）管理監督職勤務上限年齢制（役職定年制）の例外措置    

ア 職務遂行上の特別の事情等がある場合の特例任用 

    高度の知識、技能又は経験等を要するなど、管理職から降任等をすることによ

り生じる欠員を容易に補充することができず、公務運営に著しい支障が生じると

きは、人事評価等を考慮した上で、３年を超えない範囲で６０歳以降も管理職に

留任することができることとします。 

  イ 特定管理監督職群による特例任用 

    職務内容が相互に類似する複数の職であって、容易に欠員を補充することがで

きないものとして、特別区人事委員会が定める管理職のグループ（特定管理監督

職群）に属する者は、人事評価等を考慮した上で、６０歳以降も定年退職日まで

管理職に留任することができることとします。 

（５）定年前再任用短時間勤務制 

   ６０歳以後に退職した職員は、従前の勤務実績等に基づく選考により、短時間勤

務の職（定年前再任用短時間勤務職員）として採用できることとします。 

   定年前再任用短時間勤務職員として採用するに当たっては、職員に対して職務内

容や任用日等を明示した上で、同意を得るものとします。 

（６）情報提供・意思確認制度 

任命権者は、当分の間、職員が６０歳に達する日の前年度において、６０歳以後

の任用、給与及び退職手当に関する情報を提供し、勤務の意思を確認することとし

ます。 
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３ 施行期日等 

（１）施行期日 

 令和５年４月１日。ただし、項番２（５）の一部については、公布の日 

（２）定年に関する経過措置   

  令和５年４月１日から令和１３年３月３１日までの間、定年を段階的に引き上げ

る経過措置を設けます。 

期間 定年 

令和５年４月１日～令和７年３月３１日 ６１歳 

令和７年４月１日～令和９年３月３１日 ６２歳 

令和９年４月１日～令和１１年３月３１日 ６３歳 

令和１１年４月１日～令和１３年３月３１日 ６４歳 

（３）港区職員の再任用に関する条例の廃止 

６５歳まで定年が引き上げられ、現行の再任用制度が廃止されることに伴い、「港

区職員の再任用に関する条例（平成１３年港区条例第４号）」を廃止します。 

なお、令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、現行の再任用制度と同様の

制度として措置される「暫定再任用職員」として定年退職者等を採用することがで

きることとします。 



港
区
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表 

改 
 

正 
 

案 

現 
 

 
 

 

行 

目
次 
 

 

第
一
章 

総
則
（
第
一
条
） 

 

 

第
二
章 

定
年
制
度
（
第
二
条
―
第
五
条
） 

 

 

第
三
章 

管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
制
（
第
六
条
―
第
十
三
条
） 

 

 

第
四
章 

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
制
（
第
十
四
条
・
第
十
五
条
） 

 

 

第
五
章 

雑
則
（
第
十
六
条
） 

 

 

付
則 

 

 
 

 

第
一
章 

総
則 

 

（
趣
旨
） 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一

号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二

十
二
条
の
五
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
二
、
第
二
十
八
条
の
五
、
第
二
十
八
条

の
六
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
並
び
に
第
二
十
八
条
の
七
の
規
定
に
基
づ
き
、

職
員
の
定
年
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一

号
）
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
二
十
八
条
の
三
の
規

定
に
基
づ
き
、
職
員
の
定
年
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

第
二
章 

定
年
制
度 

 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 
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（
定
年
） 

（
定
年
） 

第
三
条 

職
員
の
定
年
は
、
年
齢
六
十
五
年
と
す
る
。 

第
三
条 

職
員
の
定
年
は
、
年
齢
六
十
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
に
掲
げ

る
施
設
等
に
勤
務
す
る
医
師
及
び
歯
科
医
師
で
、
港
区
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
（
昭
和
二
十
六
年
港
区
条
例
第
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
規

定
す
る
医
療
職
給
料
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
定
年
は
、
年
齢
六
十
五
年

と
す
る
。 

（
定
年
に
よ
る
退
職
の
特
例
） 

（
定
年
に
よ
る
退
職
の
特
例
） 

第
四
条 

任
命
権
者
は
、
定
年
に
達
し
た
職
員
が
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
退
職
す

べ
き
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認

め
る
と
き
は
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
職
員
に
係
る
定
年
退
職
日

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
限
を
定
め
、
当
該
職
員

を
当
該
定
年
退
職
日
に
お
い
て
従
事
し
て
い
る
職
務
に
従
事
さ
せ
る
た
め
、
引

き
続
き
勤
務
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
異
動

期
間
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
異
動
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
（
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た

異
動
期
間
を
含
む
。
）
を
延
長
し
た
職
員
で
あ
つ
て
、
定
年
退
職
日
に
お
い
て

管
理
監
督
職
（
第
六
条
に
規
定
す
る
職
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
章
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
占
め
て
い
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
第
九
条
第
一
項
又
は
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
異
動
期
間
を
延
長
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
引
き
続
き
勤

務
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
特
別
区
人
事
委
員
会
（
以
下
「
人
事
委
員
会
」
と
い

う
。
）
の
承
認
を
得
た
と
き
に
限
る
も
の
と
し
、
当
該
期
限
は
、
当
該
職
員
が

占
め
て
い
る
管
理
監
督
職
に
係
る
異
動
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三

年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

第
四
条 

任
命
権
者
は
、
定
年
に
達
し
た
職
員
が
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
退
職
す

べ
き
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認

め
る
と
き
は
、
そ
の
職
員
に
係
る
定
年
退
職
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を

超
え
な
い
範
囲
内
で
期
限
を
定
め
、
そ
の
職
員
を
当
該
職
務
に
従
事
さ
せ
る
た

め
引
き
続
い
て
勤
務
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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一 

当
該
職
務
が
高
度
の
知
識
、
技
能
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る

た
め
、
当
該
職
員
の
退
職
に
よ
り
生
ず
る
欠
員
を
容
易
に
補
充
す
る
こ
と
が

で
き
ず
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
こ
と
。 

 

一 

当
該
職
務
が
高
度
の
知
識
、
技
能
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る

た
め
、
そ
の
職
員
の
退
職
に
よ
り
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
と

き
。 

 

二 

当
該
職
務
に
係
る
勤
務
環
境
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
特
殊
性
が
あ
る
た
め
、

当
該
職
員
の
退
職
に
よ
り
生
ず
る
欠
員
を
容
易
に
補
充
す
る
こ
と
が
で
き
ず

公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
こ
と
。 

 

二 

当
該
職
務
に
係
る
勤
務
環
境
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
特
殊
性
が
あ
る
た
め
、

そ
の
職
員
の
退
職
に
よ
る
欠
員
を
容
易
に
補
充
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
。 

 

三 

当
該
職
務
を
担
当
す
る
者
の
交
替
が
当
該
業
務
の
遂
行
上
重
大
な
障
害
と

な
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
た
め
、
当
該
職
員
の
退
職
に
よ
り
公
務
の
運
営
に

著
し
い
支
障
が
生
ず
る
こ
と
。 

 

三 

当
該
職
務
を
担
当
す
る
者
の
交
替
が
そ
の
業
務
の
遂
行
上
重
大
な
障
害
と

な
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
た
め
、
そ
の
職
員
の
退
職
に
よ
り
公
務
の
運
営
に

著
し
い
支
障
が
生
ず
る
と
き
。 

２ 

任
命
権
者
は
、
前
項
の
期
限
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限

が
到
来
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
引
き
続
き
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
こ
れ
ら
の
期
限
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
し
、
当
該
期
限
は
、
当
該
職
員
に
係
る
定
年
退
職
日
（
同
項
た
だ
し
書
に
規

定
す
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
当
該
職
員
が
占
め
て
い
る
管
理
監
督
職
に
係
る
異

動
期
間
の
末
日
）
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

２ 

任
命
権
者
は
、
前
項
の
期
限
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限

が
到
来
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
事
由
が
引
き
続
き
存
す
る
と
認
め
る
と

き
は
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
限
を
延

長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
期
限
は
、
そ
の
職
員
に
係
る
定
年
退

職
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

３ 

任
命
権
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
を
引
き
続
き
勤
務
さ
せ
る
場
合

又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
期
限
を
延
長
す
る
場
合
に
は
、
当
該
職
員
の
同
意
を

得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

任
命
権
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
を
引
き
続
い
て
勤
務
さ
せ
る
場

合
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
期
限
を
延
長
す
る
場
合
に
は
、
当
該
職
員
の
同
意

を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

任
命
権
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
勤
務
す
る
こ
と
と
さ
れ
た

職
員
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
期
限
が
延
長
さ
れ
た
職
員
に
つ
い
て
、
第
一

項
の
期
限
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
が
到
来
す
る
前
に
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
職
員
の
同

４ 
任
命
権
者
は
、
第
一
項
の
期
限
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期

限
が
到
来
す
る
前
に
第
一
項
の
事
由
が
存
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、

当
該
職
員
の
同
意
を
得
て
、
期
日
を
定
め
て
そ
の
期
限
を
繰
り
上
げ
て
退
職
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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意
を
得
て
、
期
日
を
定
め
て
当
該
期
限
を
繰
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。 

５ 
前
各
項
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
手
続
は
、
特
別
区
人
事
委
員
会

規
則
（
以
下
「
人
事
委
員
会
規
則
」
と
い
う
。
）
で
定
め
る
。 

５ 

前
各
項
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
手
続
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
。 

（
定
年
に
関
す
る
施
策
の
調
査
等
） 

（
定
年
に
関
す
る
施
策
の
調
査
等
） 

第
五
条 

（
略
） 

第
五
条 

（
略
） 

 
 

 

第
三
章 

管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
制 

 

（
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
制
の
対
象
と
な
る
管
理
監
督
職
） 

 

第
六
条 

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
職
は
、
港
区
職
員
の
給

与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
港
区
条
例
第
十
三
号
）
第
九
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
職
員
及
び
港
区
幼
稚
園
教
育
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
平

成
十
二
年
港
区
条
例
第
三
十
六
号
）
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
が
占
め

る
職
（
別
表
第
一
に
掲
げ
る
施
設
等
に
勤
務
す
る
医
師
及
び
歯
科
医
師
で
、
港

区
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
五
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
医
療
職
給

料
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員
が
占
め
る
職
を
除
く
。
）
と
す
る
。 

 

（
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
） 

 

第
七
条 

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
は
、
年
齢

六
十
年
と
す
る
。 

 

（
他
の
職
へ
の
降
任
等
を
行
う
に
当
た
つ
て
遵
守
す
べ
き
基
準
） 

 

第
八
条 

任
命
権
者
は
、
法
第
二
十
八
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
他
の
職
へ
の

降
任
等
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
他
の
職
へ
の
降
任
等
」
と
い
う
。
）
を
行

う
に
当
た
つ
て
は
、
法
第
十
三
条
、
第
十
五
条
、
第
二
十
三
条
の
三
、
第
二
十

七
条
第
一
項
及
び
第
五
十
六
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
基
準
を
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遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 
当
該
職
員
の
人
事
評
価
の
結
果
又
は
勤
務
の
状
況
及
び
職
務
経
験
等
に
基

づ
き
、
降
任
又
は
転
任
（
降
給
を
伴
う
転
任
に
限
る
。
）
（
以
下
こ
の
条
及

び
第
十
二
条
に
お
い
て
「
降
任
等
」
と
い
う
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
職
の
属

す
る
職
制
上
の
段
階
の
標
準
的
な
職
に
係
る
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
第
五

号
に
掲
げ
る
標
準
職
務
遂
行
能
力
（
次
条
第
三
項
に
お
い
て
「
標
準
職
務
遂

行
能
力
」
と
い
う
。
）
及
び
当
該
降
任
等
を
し
よ
う
と
す
る
職
に
つ
い
て
の

適
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
職
に
、
降
任
等
を
す
る
こ
と
。 

 

 

二 

人
事
の
計
画
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
た
上
で
、
管
理
監
督
職
以
外
の
職

又
は
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
が
当
該
職
員
の
年
齢
を
超
え
る
管
理
監
督

職
の
う
ち
、
で
き
る
限
り
上
位
の
職
制
上
の
段
階
に
属
す
る
職
に
、
降
任
等

を
す
る
こ
と
。 

 

 

三 

当
該
職
員
の
他
の
職
へ
の
降
任
等
を
す
る
際
に
、
当
該
職
員
が
占
め
て
い

た
管
理
監
督
職
が
属
す
る
職
制
上
の
段
階
よ
り
上
位
の
職
制
上
の
段
階
に
属

す
る
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
上
位
職
職
員
」

と
い
う
。
）
の
他
の
職
へ
の
降
任
等
も
す
る
場
合
に
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る

基
準
に
従
つ
た
上
で
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
や
む
を
得
な
い
と

認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
上
位
職
職
員
の
降
任
等
を
し
た
職
が
属
す
る
職

制
上
の
段
階
と
同
じ
職
制
上
の
段
階
又
は
当
該
職
制
上
の
段
階
よ
り
下
位
の

職
制
上
の
段
階
に
属
す
る
職
に
、
降
任
等
を
す
る
こ
と
。 

 

（
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
よ
る
降
任
等
及
び
管
理
監
督
職
へ
の
任
用
の
制

限
の
特
例
） 

 

第
九
条 

任
命
権
者
は
、
他
の
職
へ
の
降
任
等
を
す
べ
き
管
理
監
督
職
を
占
め
る
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職
員
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当

該
職
員
が
占
め
る
管
理
監
督
職
に
係
る
異
動
期
間
（
当
該
管
理
監
督
職
に
係
る

管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
達
し
た
日
の
翌
日
か
ら
同
日
以
後
に
お
け
る
最

初
の
四
月
一
日
ま
で
の
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
末
日

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
期
間
内
（
当
該
期
間
内
に
定
年
退
職

日
が
あ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
当
該
異
動
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
定
年
退
職

日
ま
で
の
期
間
内
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
当
該
異
動
期
間
を
延
長
し
、

引
き
続
き
当
該
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員
に
、
当
該
管
理
監
督
職
を
占
め
た

ま
ま
勤
務
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

当
該
職
務
が
高
度
の
知
識
、
技
能
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る

た
め
、
当
該
職
員
の
他
の
職
へ
の
降
任
等
に
よ
り
生
ず
る
欠
員
を
容
易
に
補

充
す
る
こ
と
が
で
き
ず
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
こ
と
。 

 

 

二 

当
該
職
務
に
係
る
勤
務
環
境
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
特
殊
性
が
あ
る
た
め
、

当
該
職
員
の
他
の
職
へ
の
降
任
等
に
よ
り
生
ず
る
欠
員
を
容
易
に
補
充
す
る

こ
と
が
で
き
ず
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
こ
と
。 

 

 

三 

当
該
職
務
を
担
当
す
る
者
の
交
替
が
当
該
業
務
の
遂
行
上
重
大
な
障
害
と

な
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
た
め
、
当
該
職
員
の
他
の
職
へ
の
降
任
等
に
よ
り

公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
こ
と
。 

 

２ 

任
命
権
者
は
、
前
項
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
（
こ
れ
ら
の
規

定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
が
延
長
さ
れ
た
管
理
監
督
職
を
占
め

る
職
員
に
つ
い
て
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
引
き
続
き
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
延
長
さ
れ
た
当
該
異
動
期
間
の
末
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
期
間
内
（
当
該
期
間
内
に
定
年
退
職
日

 

6



が
あ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
延
長
さ
れ
た
当
該
異
動
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら

定
年
退
職
日
ま
で
の
期
間
内
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
延
長
さ
れ
た
当

該
異
動
期
間
を
更
に
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
更
に
延
長
さ
れ
る

当
該
異
動
期
間
の
末
日
は
、
当
該
職
員
が
占
め
る
管
理
監
督
職
に
係
る
異
動
期

間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

３ 

任
命
権
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き

る
場
合
を
除
き
、
他
の
職
へ
の
降
任
等
を
す
べ
き
特
定
管
理
監
督
職
群
（
職
務

の
内
容
が
相
互
に
類
似
す
る
複
数
の
管
理
監
督
職
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
欠
員

を
容
易
に
補
充
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
年
齢
別
構
成
そ
の
他
の
特
別
の
事
情
が

あ
る
管
理
監
督
職
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
管
理
監
督
職
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
及
び
第
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
属
す
る
管
理
監
督
職
を
占

め
る
職
員
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
管
理
監
督
職
群
に
属
す
る
管
理
監
督
職
の
属

す
る
職
制
上
の
段
階
の
標
準
的
な
職
に
係
る
標
準
職
務
遂
行
能
力
及
び
当
該
管

理
監
督
職
に
つ
い
て
の
適
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
（
当
該
管
理
監
督

職
に
係
る
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
達
し
た
職
員
を
除
く
。
）
の
数
が
当

該
管
理
監
督
職
の
数
に
満
た
な
い
等
の
事
情
が
あ
る
た
め
、
当
該
職
員
の
他
の

職
へ
の
降
任
等
に
よ
り
当
該
管
理
監
督
職
に
生
ず
る
欠
員
を
容
易
に
補
充
す
る

こ
と
が
で
き
ず
業
務
の
遂
行
に
重
大
な
障
害
が
生
ず
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当

該
職
員
が
占
め
る
管
理
監
督
職
に
係
る
異
動
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
一
年
を
超
え
な
い
期
間
内
で
当
該
異
動
期
間
を
延
長
し
、
引
き
続
き
当
該
管

理
監
督
職
を
占
め
て
い
る
職
員
に
当
該
管
理
監
督
職
を
占
め
た
ま
ま
勤
務
さ
せ
、

又
は
当
該
職
員
を
当
該
管
理
監
督
職
が
属
す
る
特
定
管
理
監
督
職
群
の
他
の
管

理
監
督
職
に
降
任
さ
せ
、
若
し
く
は
転
任
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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４ 

任
命
権
者
は
、
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
（
こ
れ

ら
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
が
延
長
さ
れ
た
管
理
監
督
職

を
占
め
る
職
員
に
つ
い
て
前
項
に
規
定
す
る
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
（
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
当
該
異
動
期
間
を
更
に
延
長
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
き
を
除
く
。
）
、
又
は
前
項
若
し
く
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
異
動
期

間
（
前
三
項
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
が
延

長
さ
れ
た
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員
に
つ
い
て
前
項
に
規
定
す
る
事
由
が
引

き
続
き
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
延
長
さ
れ
た

当
該
異
動
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
期
間
内
で
延

長
さ
れ
た
当
該
異
動
期
間
を
更
に
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
（
異
動
期
間
が
延
長
さ
れ
た
管
理
監
督
職
に
組
織
の
変
更
等
が
あ
つ
た
場
合
） 

 

第
十
条 

前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
が
延
長
さ
れ
た
管

理
監
督
職
を
占
め
る
職
員
が
、
組
織
の
変
更
等
に
よ
り
当
該
管
理
監
督
職
の
業

務
と
同
一
の
業
務
を
行
う
こ
と
を
そ
の
職
務
の
主
た
る
内
容
と
す
る
他
の
管
理

監
督
職
を
占
め
る
職
員
と
な
る
場
合
は
、
当
該
他
の
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職

員
は
、
当
該
異
動
期
間
が
延
長
さ
れ
た
管
理
監
督
職
を
引
き
続
き
占
め
て
い
る

も
の
と
み
な
す
。 

 

（
第
九
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
任
用
） 

 

第
十
一
条 

第
九
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
管
理
監
督
職
群
に

属
す
る
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員
の
う
ち
い
ず
れ
の
職
員
を
そ
の
異
動
期
間

を
延
長
し
、
引
き
続
き
当
該
管
理
監
督
職
を
占
め
た
ま
ま
勤
務
さ
せ
、
又
は
当

該
管
理
監
督
職
が
属
す
る
特
定
管
理
監
督
職
群
の
他
の
管
理
監
督
職
に
降
任
さ

せ
、
若
し
く
は
転
任
さ
せ
る
か
は
、
任
命
権
者
が
、
人
事
評
価
の
結
果
、
人
事
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の
計
画
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
た
上
で
、
最
も
適
任
と
認
め
ら
れ
る
職
員
を
、

公
正
に
判
断
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
異
動
期
間
の
延
長
等
に
係
る
職
員
の
同
意
） 

 

第
十
二
条 
任
命
権
者
は
、
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
を
延
長
す
る
場
合

及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
管
理
監
督
職
に
降
任
等
を
さ
せ
る
場
合

に
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
職
員
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
異
動
期
間
の
延
長
事
由
が
消
滅
し
た
場
合
の
措
置
） 

 

第
十
三
条 

任
命
権
者
は
、
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
を
延
長
し
た
場
合

に
お
い
て
、
当
該
異
動
期
間
の
末
日
の
到
来
前
に
当
該
異
動
期
間
の
延
長
の
事

由
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
そ
の
職
員
を
他
の
職
へ
の
降
任
等
を
さ
せ
る
も
の
と

す
る
。 

 

 
 

 

第
四
章 

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
制 

 

（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
任
用
） 

 

第
十
四
条 

任
命
権
者
は
、
年
齢
六
十
年
に
達
し
た
日
以
後
に
退
職
（
臨
時
的
に

任
用
さ
れ
る
職
員
そ
の
他
の
法
律
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
任
用
さ
れ
る
職
員
及

び
非
常
勤
職
員
が
退
職
す
る
場
合
を
除
く
。
）
を
し
た
者
（
以
下
こ
の
章
に
お

い
て
「
年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
」
と
い
う
。
）
を
、
従
前
の
勤
務
実
績
そ
の

他
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
情
報
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、
短
時
間
勤
務

の
職
（
当
該
職
を
占
め
る
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
が
、
常

時
勤
務
を
要
す
る
職
で
そ
の
職
務
が
当
該
短
時
間
勤
務
の
職
と
同
種
の
職
を
占

め
る
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
に
比
し
短
い
時
間
で
あ
る
職

を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
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だ
し
、
年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
が
そ
の
者
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
短
時
間
勤

務
の
職
に
係
る
定
年
退
職
日
相
当
日
（
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
が
、

常
時
勤
務
を
要
す
る
職
で
そ
の
職
務
が
当
該
短
時
間
勤
務
の
職
と
同
種
の
職
を

占
め
て
い
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
定
年
退
職
日
を
い
う
。
）
を
経
過
し

た
者
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
定
年
前
再
任
用
」
と

い
う
。
）
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
法
第
十
三
条
及
び
第
十
五
条
の
規
定
に
違

反
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

３ 

年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
が
法
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
団
体

の
構
成
員
で
あ
つ
た
こ
と
そ
の
他
法
第
五
十
六
条
に
規
定
す
る
事
由
を
理
由
と

し
て
定
年
前
再
任
用
に
関
し
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

４ 

任
命
権
者
は
、
定
年
前
再
任
用
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
定

年
前
再
任
用
を
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
示
し
、

そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
者
の
定
年
前
再
任
用
ま
で
の
間
に
、

明
示
し
た
事
項
の
内
容
を
変
更
す
る
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。 

 

 

一 

定
年
前
再
任
用
を
行
う
職
に
係
る
職
務
内
容 

 

 

二 

定
年
前
再
任
用
を
行
う
日 

 

 

三 

定
年
前
再
任
用
に
係
る
勤
務
地 

 

 

四 

定
年
前
再
任
用
を
さ
れ
た
場
合
の
給
与 

 

 

五 

定
年
前
再
任
用
を
さ
れ
た
場
合
の
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間 

 

 

六 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
任
命
権
者
が
必
要
と
認
め
る
事
項 

 

第
十
五
条 

任
命
権
者
は
、
前
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
組
合
（
特
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別
区
人
事
・
厚
生
事
務
組
合
、
特
別
区
競
馬
組
合
及
び
東
京
二
十
三
区
清
掃
一

部
事
務
組
合
を
い
う
。
）
の
年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
を
、
従
前
の
勤
務
実
績

そ
の
他
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
情
報
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、
短
時
間

勤
務
の
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
条
（
第
一
項
本
文
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準

用
す
る
。 

 

 
 

 

第
五
章 

雑
則 

 

（
委
任
） 

 

第
十
六
条 

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定

め
る
。 

 

 
 

 
 

 

付 

則 
 

 
 

付 

則 

１
～
３ 

（
略
） 

１
～
３ 

（
略
） 

（
定
年
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

 

４ 

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る

第
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
六
十
五
年
」
と
あ
る
の
は
、

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
字
句
と
す
る
。 

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

六
十
一
年 

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

六
十
二
年 

令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

六
十
三
年 

令
和
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

六
十
四
年 
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５ 

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、

港
区
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
四
年
港

区
条
例
第 

 
 

号
）
に
よ
る
改
正
前
の
港
区
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例

（
次
項
に
お
い
て
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
職

員
に
対
す
る
第
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
同
条
中
「
六
十
五
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
六
十
五
年
」
と
す
る
。 

 
（
情
報
の
提
供
及
び
勤
務
の
意
思
の
確
認
） 

 

６ 

任
命
権
者
は
、
当
分
の
間
、
職
員
（
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
る
職
員
そ
の
他
の

法
律
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
任
用
さ
れ
る
職
員
、
非
常
勤
職
員
及
び
旧
条
例
第

三
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
職
員
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
が
年
齢
六
十
年
に

達
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
以
下
「
情
報
の
提
供
及
び
勤
務
の
意
思

の
確
認
を
行
う
べ
き
年
度
」
と
い
う
。
）
（
情
報
の
提
供
及
び
勤
務
の
意
思
の

確
認
を
行
う
べ
き
年
度
に
職
員
で
な
か
つ
た
者
で
、
当
該
情
報
の
提
供
及
び
勤

務
の
意
思
の
確
認
を
行
う
べ
き
年
度
の
末
日
後
に
採
用
さ
れ
た
職
員
（
異
動
等

に
よ
り
情
報
の
提
供
及
び
勤
務
の
意
思
の
確
認
を
行
う
べ
き
年
度
の
末
日
を
経

過
す
る
こ
と
と
な
つ
た
職
員
（
以
下
「
末
日
経
過
職
員
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）

に
あ
つ
て
は
当
該
職
員
が
採
用
さ
れ
た
日
か
ら
同
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
ま

で
の
期
間
、
末
日
経
過
職
員
に
あ
つ
て
は
当
該
職
員
の
異
動
等
の
日
か
ら
同
日

の
属
す
る
年
度
（
当
該
日
が
年
度
の
初
日
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
年
度
の
前
年

度
）
の
末
日
ま
で
の
期
間
）
に
お
い
て
、
当
該
職
員
に
対
し
、
当
該
職
員
が
年

齢
六
十
年
に
達
す
る
日
以
後
に
適
用
さ
れ
る
任
用
及
び
給
与
に
関
す
る
措
置
の

内
容
そ
の
他
の
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
同
日
の
翌

日
以
後
に
お
け
る
勤
務
の
意
思
を
確
認
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 
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別
表
第
一
（
第
六
条
関
係
） 

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
） 

 

一
・
二 
（
略
） 

 

一
・
二 

（
略
） 

別
表
第
二 

（
略
） 

別
表
第
二 

（
略
） 

 
 

 
 

 

付 

則 
 

（
施
行
期
日
） 

 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
付
則

第
三
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
港
区
職
員
の
再
任
用
に
関
す
る
条
例
の
廃
止
） 

 

第
二
条 

港
区
職
員
の
再
任
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
港
区
条
例
第
四
号
）

は
、
廃
止
す
る
。 

 

（
準
備
行
為
） 

 

第
三
条 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
港
区
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
以

下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
及
び
付
則
第
五
条
第
五
項
の
規

定
に
よ
る
採
用
の
手
続
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い

う
。
）
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
勤
務
延
長
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

 

第
四
条 

任
命
権
者
は
、
施
行
日
前
に
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
港
区
職
員
の

定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
又
は

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
か
つ
、
同
条
第
一
項
の
期
限

又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
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「
旧
条
例
勤
務
延
長
期
限
」
と
い
う
。
）
が
施
行
日
以
後
に
到
来
す
る
職
員
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
条
例
勤
務
延
長
職
員
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
旧

条
例
勤
務
延
長
期
限
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
が
到
来
す

る
場
合
に
お
い
て
、
新
条
例
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
特
別
区
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
こ
れ
ら
の
期
限
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
当
該
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
た
だ
し
、
当
該
期
限
は
、
当
該
旧
条
例
勤
務
延
長
職
員
に
係
る
旧
条
例

第
二
条
に
規
定
す
る
定
年
退
職
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
。 

２ 

任
命
権
者
は
、
基
準
日
（
施
行
日
、
令
和
七
年
四
月
一
日
、
令
和
九
年
四
月

一
日
、
令
和
十
一
年
四
月
一
日
及
び
令
和
十
三
年
四
月
一
日
を
い
う
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
基
準
日
の
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、

基
準
日
に
お
け
る
新
条
例
定
年
（
新
条
例
第
三
条
に
規
定
す
る
定
年
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
が
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
新
条
例
定
年
（
基
準
日
が
施
行
日

で
あ
る
場
合
に
は
、
施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
旧
条
例
定
年
（
旧
条
例
第
三
条

に
規
定
す
る
定
年
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
）
を
超
え
る
職
（
基
準
日
に
お
け

る
新
条
例
定
年
が
新
条
例
第
三
条
に
規
定
す
る
定
年
で
あ
る
職
に
限
る
。
）
及

び
こ
れ
に
相
当
す
る
基
準
日
以
後
に
設
置
さ
れ
た
職
そ
の
他
の
特
別
区
人
事
委

員
会
規
則
（
以
下
「
人
事
委
員
会
規
則
」
と
い
う
。
）
で
定
め
る
職
に
、
基
準

日
か
ら
基
準
日
の
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
新
条
例
第
四
条
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
、
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和

三
年
法
律
第
六
十
三
号
。
以
下
「
令
和
三
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三

条
第
五
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
て
い
る
職
員
の
う
ち
、
基
準
日
の
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前
日
に
お
い
て
同
日
に
お
け
る
当
該
職
に
係
る
新
条
例
定
年
（
基
準
日
が
施
行

日
で
あ
る
場
合
に
は
、
施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
旧
条
例
定
年
）
に
達
し
て
い

る
職
員
（
当
該
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
に
あ
っ
て
は
、
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
職
員
）
を
、
昇
任
さ
せ
、
降
任
さ
せ
、
又
は
転
任
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
な
い
。 

３ 

新
条
例
第
四
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
勤
務
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
定
年
退
職
者
等
の
再
任
用
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

 

第
五
条 

任
命
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
年
齢
六
十
五
年
に
達
す
る
日

以
後
に
お
け
る
最
初
の
三
月
三
十
一
日
（
以
下
こ
の
条
か
ら
付
則
第
八
条
ま
で

に
お
い
て
「
特
定
年
齢
到
達
年
度
の
末
日
」
と
い
う
。
）
ま
で
の
間
に
あ
る
者

で
あ
っ
て
、
当
該
者
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
に
係
る
旧

条
例
定
年
（
施
行
日
以
後
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
職
及
び
施
行
日
以
後
に
組
織

の
変
更
等
に
よ
り
名
称
が
変
更
さ
れ
た
職
に
あ
っ
て
は
、
当
該
職
が
施
行
日
の

前
日
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
旧
条
例
定
年
に
準
じ
た

当
該
職
に
係
る
年
齢
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
達
し
て
い
る
も
の

を
、
従
前
の
勤
務
実
績
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
情
報
に
基
づ
く

選
考
に
よ
り
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
任
期
を
定
め
、
当
該
常
時
勤
務
を

要
す
る
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 

一 

施
行
日
前
に
旧
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者 

 

 

二 

旧
条
例
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
三

条
第
五
項
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
退
職
し
た
者 

 

 

三 

二
十
年
以
上
勤
続
し
て
施
行
日
前
に
退
職
し
た
者
（
前
二
号
に
掲
げ
る
者
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を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
退
職
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経

過
す
る
日
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の 

 

四 
二
十
年
以
上
勤
続
し
て
施
行
日
前
に
退
職
し
た
者
（
前
三
号
に
掲
げ
る
者

を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
退
職
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経

過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
令
和
三
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
公
務
員

法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、

第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
又
は
こ
の
項
若
し
く
は
次
項
、
次
条
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
、
付
則
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
八
条
第

一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
も
の 

 

２ 

令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
任
命
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の

う
ち
、
特
定
年
齢
到
達
年
度
の
末
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
者

を
採
用
し
よ
う
と
す
る
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
に
係
る
新
条
例
定
年
に
達
し
て

い
る
も
の
を
、
従
前
の
勤
務
実
績
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
情
報

に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
任
期
を
定
め
、
当
該
常

時
勤
務
を
要
す
る
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 

一 

施
行
日
以
後
に
新
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者 

 

 

二 

施
行
日
以
後
に
新
条
例
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務

し
た
後
退
職
し
た
者 

 

 

三 

施
行
日
以
後
に
新
条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
者

の
う
ち
、
令
和
三
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
法
（
以
下
「
新

地
方
公
務
員
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
任
期

が
満
了
し
た
こ
と
に
よ
り
退
職
し
た
も
の 
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四 

施
行
日
以
後
に
新
条
例
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
者

の
う
ち
、
新
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

新
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
任
期
が
満
了
し
た

こ
と
に
よ
り
退
職
し
た
も
の 

 

 

五 

二
十
年
以
上
勤
続
し
て
施
行
日
以
後
に
退
職
し
た
者
（
前
各
号
に
掲
げ
る

者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
退
職
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を

経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の 

 

 

六 

二
十
年
以
上
勤
続
し
て
施
行
日
以
後
に
退
職
し
た
者
（
前
各
号
に
掲
げ
る

者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
退
職
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を

経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
前
項
若
し
く
は
こ
の
項
、
次
条
第
一
項
若
し
く

は
第
二
項
、
付
則
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
八
条
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
も
の 

 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
暫
定
再
任
用
」
と

い
う
。
）
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
地
方
公
務
員
法
第
十
三
条
及
び
第
十
五
条

の
規
定
に
違
反
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

４ 

定
年
退
職
者
等
（
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。
）

が
地
方
公
務
員
法
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
団
体
の
構
成
員
で
あ

っ
た
こ
と
そ
の
他
同
法
第
五
十
六
条
に
規
定
す
る
事
由
を
理
由
と
し
て
暫
定
再

任
用
に
関
し
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

５ 

任
命
権
者
は
、
暫
定
再
任
用
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
暫
定

再
任
用
を
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
示
す
る
も

の
と
す
る
。 

 

 

一 

暫
定
再
任
用
を
行
う
職
に
係
る
職
務
内
容 
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二 

暫
定
再
任
用
を
行
う
日
及
び
任
期
の
末
日 

 

 

三 
暫
定
再
任
用
に
係
る
勤
務
地 

 

 

四 

暫
定
再
任
用
を
さ
れ
た
場
合
の
給
与 

 

 

五 

暫
定
再
任
用
を
さ
れ
た
場
合
の
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間 
 

 

六 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
任
命
権
者
が
必
要
と
認
め
る
事
項 

 

６ 

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
任
期
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
更
新
さ
れ
た

任
期
は
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

当
該
任
期
の
末
日
は
、
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
す
る
者

又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
更
新
す
る
者
の
特
定
年
齢
到
達
年
度
の
末

日
以
前
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

７ 

暫
定
再
任
用
職
員
（
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
次
条
第
一
項
若
し
く
は
第

二
項
、
付
則
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
八
条
第
一
項
若
し
く
は

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
前
項
の
規
定
に
よ
る
任
期
の
更
新
は
、
当
該
暫
定
再
任
用

職
員
の
当
該
更
新
直
前
の
任
期
に
お
け
る
勤
務
実
績
が
、
当
該
暫
定
再
任
用
職

員
の
能
力
評
価
及
び
業
績
評
価
の
全
体
評
語
そ
の
他
勤
務
の
状
況
を
示
す
事
実

に
基
づ
き
良
好
で
あ
る
場
合
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

８ 

任
命
権
者
は
、
暫
定
再
任
用
職
員
の
任
期
を
更
新
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か

じ
め
当
該
暫
定
再
任
用
職
員
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
六
条 

任
命
権
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
組
合
（
新
条
例
第

十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
を
い
う
。
次
項
及
び
付
則
第
八
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
お
け
る
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
特
定
年
齢
到
達
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年
度
の
末
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
者
を
採
用
し
よ
う
と
す
る

常
時
勤
務
を
要
す
る
職
に
係
る
旧
条
例
定
年
に
達
し
て
い
る
も
の
を
、
従
前
の

勤
務
実
績
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
情
報
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、

一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
任
期
を
定
め
、
当
該
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
に
採

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
任
命
権
者
は
、
前
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
ほ
か
、
組
合
に
お
け
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
特
定
年
齢

到
達
年
度
の
末
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
者
を
採
用
し
よ
う
と

す
る
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
に
係
る
新
条
例
定
年
に
達
し
て
い
る
も
の
を
、
従

前
の
勤
務
実
績
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
情
報
に
基
づ
く
選
考
に

よ
り
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
任
期
を
定
め
、
当
該
常
時
勤
務
を
要
す
る

職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

３ 

前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
条
第
三
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
を
準

用
す
る
。 

 

第
七
条 

任
命
権
者
は
、
新
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
付
則
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
特
定
年
齢
到

達
年
度
の
末
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
者
を
採
用
し
よ
う
と
す

る
短
時
間
勤
務
の
職
（
新
条
例
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の

職
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
旧
条
例
定
年
相
当
年
齢
（
短
時
間
勤
務
の

職
を
占
め
る
職
員
が
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
で
そ
の
職
務
が
当
該
短
時
間
勤

務
の
職
と
同
種
の
職
を
占
め
て
い
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
旧
条
例
定
年

（
施
行
日
以
後
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
短
時
間
勤
務
の
職
及
び
施
行
日
以
後
に

組
織
の
変
更
等
に
よ
り
名
称
が
変
更
さ
れ
た
短
時
間
勤
務
の
職
に
あ
っ
て
は
、
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当
該
職
が
施
行
日
の
前
日
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、

当
該
職
を
占
め
る
職
員
が
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
で
そ
の
職
務
が
当
該
職
と

同
種
の
職
を
占
め
て
い
る
も
の
と
し
た
と
き
に
お
け
る
旧
条
例
定
年
に
準
じ
た

当
該
職
に
係
る
年
齢
）
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
達
し
て

い
る
も
の
を
、
従
前
の
勤
務
実
績
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
情
報

に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
任
期
を
定
め
、
当
該
短

時
間
勤
務
の
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
任
命
権
者
は
、
新
地
方
公
務
員
法

第
二
十
二
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
付
則
第
五
条
第
二
項
各
号

に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
特
定
年
齢
到
達
年
度
の
末
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
あ

っ
て
、
当
該
者
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
に
係
る
新
条
例
定
年

相
当
年
齢
（
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
が
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
で

そ
の
職
務
が
当
該
短
時
間
勤
務
の
職
と
同
種
の
職
を
占
め
て
い
る
も
の
と
し
た

場
合
に
お
け
る
新
条
例
定
年
を
い
う
。
次
条
第
二
項
及
び
付
則
第
十
二
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
達
し
て
い
る
も
の
（
新
条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
当
該
短
時
間
勤
務
の
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。
）
を
、
従

前
の
勤
務
実
績
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
情
報
に
基
づ
く
選
考
に

よ
り
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
任
期
を
定
め
、
当
該
短
時
間
勤
務
の
職
に

採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

３ 

前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
付
則
第
五
条
第
三
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規

定
を
準
用
す
る
。 

 

第
八
条 

任
命
権
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
新
地
方
公
務
員
法

第
二
十
二
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
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の
四
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
組
合
に
お
け
る
付
則
第
五
条
第
一
項
各

号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
特
定
年
齢
到
達
年
度
の
末
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
で

あ
っ
て
、
当
該
者
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
に
係
る
旧
条
例
定

年
相
当
年
齢
に
達
し
て
い
る
も
の
を
、
従
前
の
勤
務
実
績
そ
の
他
の
人
事
委
員

会
規
則
で
定
め
る
情
報
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で

任
期
を
定
め
、
当
該
短
時
間
勤
務
の
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
任
命
権
者
は
、
前
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
ほ
か
、
新
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
新
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
組

合
に
お
け
る
付
則
第
五
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
特
定
年
齢
到
達

年
度
の
末
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
者
を
採
用
し
よ
う
と
す
る

短
時
間
勤
務
の
職
に
係
る
新
条
例
定
年
相
当
年
齢
に
達
し
て
い
る
も
の
（
新
条

例
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
短
時
間
勤
務
の
職
に
採
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
者
を
除
く
。
）
を
、
従
前
の
勤
務
実
績
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
規
則

で
定
め
る
情
報
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
任
期
を

定
め
、
当
該
短
時
間
勤
務
の
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

３ 

前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
付
則
第
五
条
第
三
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規

定
を
準
用
す
る
。 

 

（
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
八
条
第
三
項
の
条
例
で
定
め
る
職
及
び
年
齢
） 

 

第
九
条 

令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
八
条
第
三
項
の
条
例
で
定
め
る
職
は
、
次
に

掲
げ
る
職
と
す
る
。 

 

 

一 

施
行
日
以
後
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
職 

 

 

二 

施
行
日
以
後
に
組
織
の
変
更
等
に
よ
り
名
称
が
変
更
さ
れ
た
職 
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２ 

令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
八
条
第
三
項
の
条
例
で
定
め
る
年
齢
は
、
前
項
に

規
定
す
る
職
が
施
行
日
の
前
日
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け

る
旧
条
例
定
年
に
準
じ
た
当
該
職
に
係
る
年
齢
と
す
る
。 

 
（
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る

新
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
四
項
の
条
例
で
定
め
る
職
及
び
年
齢
） 

 

第
十
条 

令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の
規
定
が
適
用
さ
れ

る
場
合
に
お
け
る
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
す
る
新
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
四
項
の
条
例
で
定
め

る
職
は
、
次
に
掲
げ
る
職
と
す
る
。 

 

 

一 

施
行
日
以
後
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
短
時
間
勤
務
の
職 

 

 

二 

施
行
日
以
後
に
組
織
の
変
更
等
に
よ
り
名
称
が
変
更
さ
れ
た
短
時
間
勤
務

の
職 

 

２ 

令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場

合
に
お
け
る
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
す
る
新
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
四
項
の
条
例
で
定
め
る
年

齢
は
、
前
項
に
規
定
す
る
職
が
施
行
日
の
前
日
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し

た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
職
を
占
め
る
職
員
が
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
で
そ

の
職
務
が
同
項
に
規
定
す
る
職
と
同
種
の
職
を
占
め
て
い
る
も
の
と
し
た
と
き

に
お
け
る
旧
条
例
定
年
に
準
じ
た
同
項
に
規
定
す
る
職
に
係
る
年
齢
と
す
る
。 

 

（
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
八
条
第
五
項
の
条
例
で
定
め
る
職
並
び
に
条
例
で
定

め
る
者
及
び
職
員
） 

 

第
十
一
条 

令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
八
条
第
五
項
の
条
例
で
定
め
る
職
は
、
次
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に
掲
げ
る
職
の
う
ち
、
当
該
職
が
基
準
日
（
付
則
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の

規
定
が
適
用
さ
れ
る
間
に
お
け
る
各
年
の
四
月
一
日
（
施
行
日
を
除
く
。
）
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
前
日
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と

し
た
場
合
に
お
い
て
、
基
準
日
に
お
け
る
新
条
例
定
年
が
基
準
日
の
前
日
に
お

け
る
新
条
例
定
年
を
超
え
る
職
と
す
る
。 

 

一 

基
準
日
以
後
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
職
（
短
時
間
勤
務
の
職
を
含
む
。
） 

 

 

二 

基
準
日
以
後
に
組
織
の
変
更
等
に
よ
り
名
称
が
変
更
さ
れ
た
職
（
短
時
間

勤
務
の
職
を
含
む
。
） 

 

２ 

令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
八
条
第
五
項
の
条
例
で
定
め
る
者
は
、
前
項
に
規

定
す
る
職
が
基
準
日
の
前
日
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、

同
日
に
お
け
る
当
該
職
に
係
る
新
条
例
定
年
に
達
し
て
い
る
者
と
す
る
。 

 

３ 

令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
八
条
第
五
項
の
条
例
で
定
め
る
職
員
は
、
第
一
項

に
規
定
す
る
職
が
基
準
日
の
前
日
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お

い
て
、
同
日
に
お
け
る
当
該
職
に
係
る
新
条
例
定
年
に
達
し
て
い
る
職
員
と
す

る
。 

 

（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

 

第
十
二
条 

任
命
権
者
は
、
基
準
日
（
令
和
七
年
四
月
一
日
、
令
和
九
年
四
月
一

日
、
令
和
十
一
年
四
月
一
日
及
び
令
和
十
三
年
四
月
一
日
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
基
準
日
の
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
基

準
日
に
お
け
る
新
条
例
定
年
相
当
年
齢
が
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
新
条
例
定

年
相
当
年
齢
を
超
え
る
短
時
間
勤
務
の
職
（
基
準
日
に
お
け
る
新
条
例
定
年
相

当
年
齢
が
新
条
例
第
三
条
に
規
定
す
る
定
年
で
あ
る
短
時
間
勤
務
の
職
に
限
る
。
）

及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
基
準
日
以
後
に
設
置
さ
れ
た
短
時
間
勤
務
の
職
そ
の
他
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の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
短
時
間
勤
務
の
職
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新

条
例
原
則
定
年
相
当
年
齢
引
上
げ
短
時
間
勤
務
職
」
と
い
う
。
）
に
、
基
準
日

の
前
日
ま
で
に
新
条
例
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
齢
六
十
年
以
上
退
職

者
と
な
っ
た
者
（
基
準
日
前
か
ら
新
条
例
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
勤
務
し
た
後
基
準
日
以
後
に
退
職
を
し
た
者
を
含
む
。
）
の
う
ち
、
基

準
日
の
前
日
に
お
い
て
同
日
に
お
け
る
当
該
新
条
例
原
則
定
年
相
当
年
齢
引
上

げ
短
時
間
勤
務
職
に
係
る
新
条
例
定
年
相
当
年
齢
に
達
し
て
い
る
も
の
（
当
該

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
短
時
間
勤
務
の
職
に
あ
っ
て
は
、
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
も
の
）
を
、
新
条
例
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
五
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
新
条
例
原
則
定
年
相
当
年
齢
引
上
げ

短
時
間
勤
務
職
に
、
新
条
例
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
基
準
日
の
前
日
に
お
い
て
同
日
に
お
け
る

当
該
新
条
例
原
則
定
年
相
当
年
齢
引
上
げ
短
時
間
勤
務
職
に
係
る
新
条
例
定
年

相
当
年
齢
に
達
し
て
い
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
当
該
人
事
委
員

会
規
則
で
定
め
る
短
時
間
勤
務
の
職
に
あ
っ
て
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
）
を
、
昇
任
さ
せ
、
降
任
さ
せ
、
又
は
転

任
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

（
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
三
項
の
条
例
で
定
め
る
年
齢
） 

 

第
十
三
条 

令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
三
項
の
条
例
で
定
め
る
年
齢
は
、

年
齢
六
十
年
と
す
る
。 
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定年引上げに関する地方公務員法の改正等に伴う関係条例の整備について（概要） 

   
（１）趣旨 
   国家公務員の定年が２年に１歳ずつ段階的に引き上げられることに伴い、

国家公務員の定年を基準として、条例で定年を定めている地方公務員につい
ても同様の措置が講じられます。  

（２）管理監督職勤務上限年齢制（役職定年制）の導入 
組織の新陳代謝を確保し、組織活力を維持するため、管理監督職勤務上限 

年齢制（役職定年制）により、原則、管理監督職（以下「管理職」といいま 
す。）以外の職への降任等をさせます。ただし、職員の年齢別構成等の特別の 
事情がある場合には、役職定年制の例外措置を講ずることができます。  

（３）定年前再任用短時間勤務制の導入 
６０歳以後の定年前に退職した職員について、短時間勤務の職に採用でき 

る制度を導入します。任期は、常勤職員の定年退職日相当日までの期間です。  
（４）暫定再任用制度の措置 

６５歳まで定年が引き上げられるため、現行の再任用制度を廃止します。
ただし、年金受給開始年齢までの継続勤務を可能とするため、定年の段階的
引上げ期間中の暫定的な制度として、暫定再任用制度を措置します。  

（５）その他 
ア 職員への情報提供・意思確認制度を新設します。 
イ  ６０歳超の地方公務員の給与は、均衡の原則（地方公務員法第２４条） 

を踏まえ、国家公務員の給与の取扱いとの均衡を図るものとします。 

令和４年９月１３日 資料№１１－３ 
総 務 常 任 委 員 会 

２ 改正地方公務員法の要旨（公布日：令和３年６月１１日、施行期日：令和５年４月１日） 

   
地方公務員の定年引上げに関する措置を定めた地方公務員法の一部改正等に伴

い、港区職員の定年等に関する条例のほか、関係条例を整備します。 

１ 目 的 

  
（１）職員の定年は、６５歳とします（経過措置：２年に１歳ずつ引上げ）。 

年度 Ｒ４年度 Ｒ５・６年度 Ｒ７・８年度 Ｒ９・10 年度 Ｒ11・12 年度 Ｒ13 年度～ 

定年 ６０歳 ６１歳 ６２歳 ６３歳 ６４歳 ６５歳 
 
（２）管理監督職勤務上限年齢（管理職の役職定年の年齢）は、６０歳とします。

※医師・歯科医師は除きます。 

（３）管理職の欠員を容易に補充することができない場合の「役職定年制の例外
措置」として、①職務遂行上の特別の事情等による特例任用（最長３年間）
②特定管理監督職群による特例任用（定年退職日まで）について定めます。 

（４）定年前再任用短時間勤務職員の採用について定めます。 
（５）６０歳に到達する年度の前年度において、６０歳以後の任用、給与、退

職手当に関する情報提供及び勤務の意思確認を行うことについて定めます。 
（６）６５歳まで定年が引き上げられるため、港区職員の再任用に関する条例を

廃止します。（一部改正付則） 

３ 港区職員の定年等に関する条例（改正）（施行期日：令和５年４月１日、公布の日） 

 
（１）６０歳到達日後における最初の４月１日以後の給料月額は、給料表の級号 

給に応じた給料月額×７０％とします。 
（２）役職定年制により降任等をした職員について、降任等をする前の給料月額 

の７割水準を担保するため、降任等の後の７割水準の給料月額が、降任等の 
前の給料月額の７割水準を下回る（差額が生じる）ときは、その差額相当額 
を給料月額に加算します。 

（３）給料月額の７割措置が適用される前の水準を担保するため、退職手当の基
本額の算定の特例（ピーク時特例）の適用等について定めます。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 港区職員の給与に関する条例・港区職員の退職手当に関する条例（改正） 
（施行期日：令和５年４月１日、公布の日） 

 
（１）加齢による諸事情への対応や退職後を見据えた地域貢献など、定年退職前

の働き方の選択肢を広げ、高齢期職員の能力・経験の活用と働きやすい職場
づくりの推進を目的として高齢者部分休業に関する条例を制定します。 

（２）５５歳から定年退職日までの期間内とし、１日又は３０分単位で取得可 
（３）勤務しない１時間について給与減額（無給） 

 
（１）定年引上げ関係条例（施行期日：令和５年４月１日、公布の日） 

今般の定年引上げに伴う規定整備のため、以下の条例を一部改正します。 
 
 
 
 
（２）港区職員の育児休業等に関する条例（施行期日：令和４年１０月１日、公布の日） 

地方公務員の育児休業等に関する法律等の一部改正を踏まえ、非常勤職員
の育児休業の柔軟化を図るための改正を行います。 

（３）港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（施行期日：令和５年４月１日） 
職員の健康及び福祉を考慮して、必要があると認める場合には休憩時間を

追加することができるよう改正します。 

６ その他関係条例（改正） 

５ 港区職員の高齢者部分休業に関する条例（制定）（施行期日：令和５年４月１日） 

①最も高い給料月額（７割措置前の

ピーク時水準）×「Ａの在職期間

の支給割合」 

②７割措置の給料月額×「Ｂの在職

期間の支給割合－Ａの在職期間

の支給割合」 

→①と②の額を合計して退職手当の

基本額を算出 

〇港区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 〇公益的法人等への港区職員の派遣等に関する

条例 〇外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例 〇港区職員の懲

戒に関する条例 〇港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例 〇港区職員の育児休業等に関す

る条例 〇港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例 

　給料月額
　

採用日

【ピーク時特例のイメージ図】

６０歳 　　退職日

７割措置前
（ピーク時水準）

Ａ
Ｂ

７割措置


